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昭島市立瑞雲中学校ＰＴＡ活動マニュアル 

 

Ⅰ.序文 

本会は「昭島市立瑞雲中学校ＰＴＡ」と称する。 

本会は瑞雲中学校の生徒の保護者又はこれに代わる人、及び同校教員を会員とする。 

ただし、ボランティア活動の本質として、加入意思の無い場合や退会を望む場合、拒否する事は出来な

い。この場合、会費については事務手続き上一度納入されるが、後日返金する。 

本会を運営管理する上で事務局、世話人を設置し、活動の事務運営を行う。PTA の構成は以下の通り

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ.会計 

・本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

・会費は一世帯一口とし、年額 2,000 円とする。 

・会費を変更する場合は、活動報告会の議決を経て決定しなければならない。 

・会計年度は 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終わる。 

瑞雲中学校ＰＴＡ会員 

世話人 

［各クラスより 3 名選出］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

局員 

代
表 

会計監査 

学年担当 

［各クラス２名］ 

●１学年 防災備蓄品係 

●２学年 制服リユース係 

●３学年 卒業記念品係 

会
計
担
当 

書
記
担
当 

ボランティア選考担当 

［各クラス 1 名］ 

●ボランティア募集と 

次年度事務局々員の選考 

渉
外
担
当 

庶
務 
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Ⅲ． 目的及び責任と体制 

1．目的と活動 

①学校運営の支援 

・学校行事を円滑に行うために、体育大会・合唱コンクール・道徳地区公開講座など実施の

際に必要な活動を支援する。 

②地域社会との連携 

・会員が地域社会と連携することで、生徒が地域社会との結びつきを学び、共生感覚を養う

ための架け橋となる。 

・自治会との連携行事に参加する。 

・昭島市公立中学校ＰＴＡ協議会(市中 P)や渉外活動を通じて市内他校と連携し、総合的な改

善活動を行う。 

③生徒の心豊かな成長の手助け 

・会員が支援活動を通して生徒の見本となり、生徒の心豊かな成長を目指す。 

    ・会員の学びとなる講演会や学習会を企画する。 

    ・会員自身が自らとお互いの行動を見つめ直し、生徒と共により成長できる活動を行う。 

④生徒の思考力、行動力向上の手助け 

・会員と生徒が、変化する時代に適応する力を身につけるために必要な、情報収集を行う。 

・その時代に合った行事（セミナーや視察研修など）を企画・検討し、実施する。 

・部活動などの課外活動に対し、支援協力する。 

２．体制と責任 

①校長は各会合に出席でき、本会のすべての運営に関し、職務上必要な意見を述べることができる。 

②次年度事務局役員の選出は、会員からの推薦に基づき世話人及び現事務局にて協議、決定し書面 

等にて会員に通知し、承認を受けるものとする。ただし、教員の選出については校長に委嘱する。 

３．事務局々員の任務 

①事務局々員は 6 名以上選出される。 

②局員全員で年間の企画や催事に対して決議し実行する。 

③副校長は、活動に対しての指示や情報の開示を行い、運営企画の判断を行う。 

④代表は学校側との調整・各会議の招集・活動報告会の議事進行等を務める。また地域協力団体等

の会議などに事務局々員代表として出席する。 

⑤書記は諸会議の通知、記録事務及び保管にあたる。事務局通信を発信し、活動の周知に努める。 

⑥会計は本会のすべての金銭の収支を司り、監査を受け、活動報告会にて決算報告をする。 

また、次年度の予算を編成し、活動報告会にて提案をする。 

⑦会計監査はその年度の会計を監査し、その結果を活動報告会にて報告をする。 

⑧渉外は昭島市公立中学校ＰＴＡ連絡協議会の会議への参加や、市の関係各部署との連絡を行う。 

⑨庶務は学校行事等の際に事務局々員のサポートを行う。 
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＊事務局々員の任期は 1 年とし、再選を妨げない。欠員が生じた場合は直ちに事務局会議を開催し、

選出補充する。その任期は前任者の残任期間とする。事務局々員は任期満了といえども後任が決

まるまでは、その任務を行うものとする。 

４．世話人の役割 

①世話人は各学級より 3 名選出される。 

②世話人のうち 1 名は、ボランティア選考担当として下記の活動を行う。 

・事務局および学校から依頼された場合、学校行事を円滑に実施するためのボランティアを各ク

ラスから募る。 

・次年度の事務局々員の選考を行う。毎年 2 学期より活動を開始する。 

1⃣全会員からの立候補者および推薦者の中から、次年度の事務局々員に適任と思われる候補

者を選出する。 

2⃣事務局々員の一員になることの承諾を得るよう折衝する。 

3⃣承諾を得たのち、現事務局に次年度事務局々員候補者を報告する。 

③世話人のうちもう 2 名は、学年担当として、学年ごとに下記の活動を行う。 

・1 学年の世話人は、新入してきた 1 学年生の為、防災非常食を 1 学期中に選定し購入する。 

・2 学年の世話人は、制服のリユース活動を推進する為に、保護者会開催等に合わせ、制服の展

示を行う。 

・3 学年の世話人は、卒業記念品の選定、購入を行う。 

④世話人は、各学年の担当毎に連絡係を 1 名以上選出し、事務局と学校の連絡業務を行う。 

＊世話人の任期は 1 年とし、次年度の世話人への引継ぎを終えて任期満了とする。 

 

Ⅳ．会議 

  １．活動報告会 

    ①活動報告会は毎年度初めに開催される。（対面もしくは書面にて）但し、５分の１以上の会員の

要求があった場合又は事務局が必要と認めた場合は、招集し臨時開催しなければならない。 

    ②活動報告会の成立定数は会員の半数以上の同意書とします。会員は活動報告会資料を熟読し、

同意書の提出をすること。 

    ③活動報告会資料は事前に配布又は本校ホームページの PTA 掲示板内に掲載し、活動報告会の成

立と同時に、以下の事項は承認されたこととする。 

      ・前年度の事業・決算報告 

      ・新年度事業計画・予算案 

      ・新年度事務局々員 

      ・瑞雲中学校 PTA 活動マニュアルの見直し・改定 

      ・その他、活動報告会資料に記載された事項 

    ④活動報告会資料に記載され承認された事項は、書面等で会員に報告する。 
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    ⑤活動報告会で審議が必要な案件が生じた場合、事務局会議で審議し会員に報告する。 

  ２．事務局会議 

    ①事務局会議は年間３回程度開催し、会の運営に必要な事項について審議議決を行います。 

    ②審議内容において必要な場合は、各学年の世話人の出席を招集することがある。 

   

Ⅴ．補足 

  １．活動マニュアルの変更 

変更は、活動報告会で承認を経て実施される。 

  ２．慶弔金 

PTA 会員及び在学生徒の慶弔金は以下のとおりとする。 

また、PTA 会員及び在学生徒が死去した場合、会員への周知は学校と会長が判断する。 

(１)死去の場合       ア、会員の場合            10,000 円 

             イ、生徒の場合            10,000 円 

(２)教員が結婚した場合                          10,000 円 

 (３)その他事務局会議で承認可決された方（本校教育活動にご協力された方など） 10,000 円 

３．PTA会費（会費納入方法及び中途入退会者の会費取り扱い） 

年会費 2,000 円は、学校指定口座より一括で引き落とし、納入とする。 

中途入退会者の入退基準日を 10 月 1 日とする。それ以前の転出者には 1,000 円を返金し、それ

以降の転入者からは 1,000 円徴収する。10 月 1 日以降の転出者には返金はしない。 

４．昭島市公立中学校PTA連絡協議会 

昭島市公立中学校 PTA 連絡協議会において本校が会長校になった場合は、事務局専従の委員を置

くことができる。必要人数は事務局にて決定する。 

５．周年行事開催 

本校が周年行事開催年となった場合は、事務局の人員を増員することができる。 

  ６．災害時等緊急事態による特例措置 

    災害等緊急時に事務局が活動マニュアル通りの活動を困難と判断した際、活動内容の変更は活動

報告会で承認されたのち、特例として実施される。 

  ７．個人情報の取り扱い 

    PTA 活動に伴い取得した氏名・電話番号等の個人情報に関しては、その活動に関することのみに

使用し、厳正に管理する。また紛失・漏洩などが発生しないよう積極的な安全対策を行う。 

不要になった個人情報は、適正にかつ迅速に廃棄する。 
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                        ２０１７年５月作成 

                        ２０１８年５月改正 

                        ２０１９年５月改正 

                   ２０２０年６月改正 

２０２１年５月改正 

２０２2年５月改正 

２０２３年５月改正 

２０２4年 4月 （会員の過半数以上同意を得られたら）改正予定 
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改正前 改正後 

表紙Ⅴ.補則 2.慶弔災害見舞 表紙Ⅴ.補則 2.慶弔金 

PTA 会員組織図 PTA 会員組織図 庶務［追加］ 

Ⅱ.会計 会費は…年額 2,400 円 Ⅱ.会計 会費は…年額 2,000 円 

Ⅲ.目的 3.事務局々員の任務  Ⅲ.目的 3.事務局々員の任務  

⑨庶務は学校行事等の際に事務局々員のサポート

を行う。［追加］ 

Ⅳ.会議 1.活動報告会① Ⅳ.会議 1.活動報告会 

① …開催される。（対面もしくは書面にて）［追加］ 

Ⅳ.会議 1.活動報告会 

④…事項は、活動報告会にて報告する。 

Ⅳ会議 1.活動報告会 

④…事項は、書面等で会員に報告する。 

Ⅴ.補則 2.慶弔災害見舞金 

（1） ウ、エ 

（2） ア、イ 

（3） 

（4）その他、本校の教育活動において… 

Ⅴ.補則 2.慶弔金 

（1）ウ、エ［削除］ 

（2）ア、イ［削除］ 

（2） 

（3）その他、事務局会議で承認可決された方 

（本校教育活動にご協力された方など） 

Ⅴ.補則 3.PTA 会費 

年会費 2,400 円は、…転出者には 1,200 円…転入

者には 1,200 円 

Ⅴ.補則 3.PTA 会費 

年会費 2,000 円は、…転出者には 1,000 円…転入

者には 1,000 円 

 ２０２４年５月［追記］ 

 


